
第５４回  臨 時 議 員 総 会 
 
 

 

１．日    時    平成２８年１１月１日（火）１１：００ 

 

 

１．場    所    横須賀商工会議所  １階「多目的ホール」 

 

 

１．協議事項    議案第 1号  会頭選任の件 

    議案第 2 号  副会頭選任の件 

    議案第 3 号  専務理事選任の件 

    議案第 4 号  監事選任の件 

議案第 5号  常議員各部会割当数決定の件 

    ～割当数決定後、臨時議員総会を一時中断し、各部会開催～ 

議案第 6号  常議員選任の件（正副部会長選任報告） 

 

その他 

 

 

＜常議員の推薦及び正副部会長選任各部会開催会場＞ 

・商 業 部 会  1 階「 展 示 ホ ー ル 」 

・工 業 部 会  2 階「 特 別 会 議 室 手 前」 

・建 設 部 会   2 階「特 別 会 議 室 奥」 

・金 融 部 会  2 階「応 接 室」 

・観光サービス部会  3 階「3 0 2 研 修 室」 

・運 輸 港 湾 部 会  1 階「展示ﾎｰﾙ スタッフルーム」 

・不 動 産 部 会  3 階「3 0 5 研 修 室」 

 

【議員昼食会】 

3 階「3 0 1 研 修 室」 

以    上 



議案第 1 号 
 

会 頭 選 任 の 件 
 
 
 

定款第３１条第１項 
 本商工会議所に、次の役員を置く。 

 
   （１）会  頭  １人 
 
 

定款第３３条第１項 
会頭は、議員総会において、会員（会員が法人その他の団体で

ある場合は、会員の権利を行使する１人の者。以下本条におい

て同じ。）のうちから選任し、又は解任する。 
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議案第２号 
 

副 会 頭 選 任 の 件 
 
 
 

定款第３１条第１項 
 本商工会議所に、次の役員を置く。 

 
   （２）副 会 頭     ４人 
 
 

定款第３３条第２項 
副会頭は、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任

し、又は解任する。 
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議案第３号 
 

専 務 理 事 選 任 の 件 
 
 
 

定款第３１条第１項 
 本商工会議所に、次の役員を置く。 

 
   （３）専務理事  １人 
 
 

定款第３３条第３項 
専務理事は、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任

する。 
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議案第４号 
 

監 事 選 任 の 件 
 
 

 
定款第３１条第１項 
 本商工会議所に、次の役員を置く。 

 
   （５）監  事    ３人 
 
 
    定款第３３条第６項 

監事は、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任

する。 
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議案第５号 
 

常議員各部会割当数決定の件 
 
 

 
定款第３１条第１項 
 本商工会議所に、次の役員を置く。 

 
   （４）常 議 員   ３０人 
 
 
    各部会割当数～慣例による 
         各部会の所属議員数、本市の産業構造のバランス等を考慮しながら 
         決定し、各部会から推薦を受ける。 
 

《 参 考 》 
 

【前期割当数】 

 商業 工業 建設 金融 観サ 運輸 不動産 合計 

前期割当数 ８ ５ ５ ２ ５ ３ ２ ３０ 
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★ ･･･新任事業所（3社） ● ･･･前期常議員（30人） （ ） ･･･前期期首議員数
（50音順・敬称略）

部会 議 員 事 業 所 名 前常 従部会 議員職務執行者 部会 議 員 事 業 所 名 前常 従部会 議員職務執行者 部会 議 員 事 業 所 名 前常 従部会 議員職務執行者

㈱エイヴイ 観 木　村　忠　昭 馬淵建設㈱ ● 馬　淵　圭　包 日本水産観光㈱ 小　沢　一　彦

㈱さいか屋 ● 岡  本  洋  三

横須賀商店街連合会 越  川  昌  光 東建設㈱ 小　池　克　彦 ㈱ヴィクトリーアイ 大  野  忠  之

㈾今関商店 今　関　直　志 ㈱片山建設 ● 中　村　正　直 岡タクシー㈲ ● 運 岡　　　昌　憲

久里浜商店会㈿ ● 森　下　守　久 田中産業㈱ 田　中　　　茂 ㈱久里浜中央会館 ● 鈴　木　康　仁

湘南菱油㈱ 渡　辺　治　夫 東京ガスライフバル飯田㈱ ● 飯　田　昌　興 サイカヤ・システム・テクノロジー㈱ ● 雑  賀  政  徳

㈱田丸屋不動産 ● 観 石　田　重　蔵 ㈱三春商会 ● 益  子  健  一 ㈱西村企業 ● 商 西  村  安  彦

㈱プロント ● 小佐野　圭　三 ㈱和光商会 ● 渡　　弘　一 ㈱富士オイル ● 商 森　　　　　洋

丸三斉藤㈱ ● 齋  藤  慎太郎 ㈱門倉商店 佐  藤      明 14 ㈱NTT東日本-南関東神奈川事業部 加  藤      淳

㈱ヨコショク ● 金  井  英  明 ㈱鈴栄工業 鈴　木　　　透 人 ㈱観音崎京急ホテル 草  川  晴  夫

横須賀青果商業㈿ ● 髙　梨　　　浩 16 ★ ㈱新倉商店 新  倉  成  是

(

㈱ジェイコム湘南 菅  野  広  和

横須賀青果物㈱ 観 三  木  政  伸 人 ㈲日栄建設 比  護  友  一 14 ㈱湘南衣笠ゴルフ 商 岩  﨑  聖  秀

㈿追浜商盛会 織　田　俊　美

(

㈱不二環境サービス 久保田  康  雄 ） ㈱トライアングル 鈴  木  隆  裕

25 ㈱北村商会 工 北　村　理和子 16 八巻興業㈱ 不 八　巻　敏　博 ㈲ヤマヨ久保田商会 久保田  宣  彦

人 ㈲タカヤマ 新  浪  一  嘉 ） ㈱横須賀軽金 小  野  仁  志 横須賀青年八日会 商 田  中  洋次郎

(

★ 東光商事㈱ 藤  村  昌  一 横須賀三浦塗装工業㈿ 世  古  仁  志 京浜急行電鉄㈱ 田  中  伸  介

24 ㈲にし美 西      俊  彦 ㈱ヨコソー 佐  藤  幹  男 相模運輸倉庫㈱ ● 工 岡　本　德　彌

） ㈱ノサカクリエイティブプロダクト 野　坂　英　八 かながわ信用金庫 平  松  廣  司 ㈱コヤマ物流 ● 古  山  雅  俊

㈱平坂書房 ● 小　林　康　記 ㈱横浜銀行横須賀支店 ● 鈴  木  嘉  明 7 東京汽船㈱ ● 齊　藤　宏  之

㈱むらせ 村  瀬  慶太郎 湘南信用金庫 石  渡      卓 人 夏島運輸㈱ 近  藤      正

㈲モリ・ワールド 森      勇  人 8 東京地方税理士会横須賀支部 酒  井  啓  一 横荷企業㈱ 岩  田  利  夫

㈱ヤチヨ 観 鈴  木  孝  博 人 ㈱りそな銀行横須賀支店 ● 水ノ上  浩  光 ㈱ワイキャブ 村　瀬　明　久

㈱柳屋 田　　一　三

(

アクサ生命保険㈱神奈川支社 三  浦  貴  博 叶不動産㈲ ● 田  口  穰一郎

横須賀食肉事業㈿ 瀧  澤  一  博 8 スルガ銀行㈱横須賀支店 保  坂  敏  之 大和土地建物㈱ ● 　井　　　貫

㈱横浜岡田屋 三  橋  一  夫 ） ㈱みずほ銀行横須賀支店 増  田  幸  司 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会横須賀三浦支部 草  間  時  彦

ＮＴＴ横須賀研究開発センタ 真  壁      久 ㈱桐ヶ谷不動産 桐ヶ谷  主  税

住友重機械工業㈱横須賀製造所 ● 運 秋  本  義  紀 9 三協ハウジング㈱ 竹  永      宏

東芝ライテック㈱ ● 鴻  田      楽 人 ㈱昭和 丸  岡  裕  明

日産自動車㈱追浜工場 ● 高  橋      徹

(

㈱新都市企画 商 末　吉　敏　道

11 ㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 梅  原      肇 9 髙橋㈱ 髙  橋  隆  一

湘南ゼラチン㈱ 浅  田  昌  良 ） ㈱山一商事 山  﨑  一  守

人 横須賀工業振興㈿ ● 佐  藤  洋  幸

(

大草薬品㈱ 大  草  貴  之

12 ★ 岡田電機工業㈱ 岡  田  英  城

） 千代田商事㈱ 福  西  定  敏

文明堂印刷㈱ ● 商 渡  辺  重  博
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議案第６号 
 

常議員選任の件（正副部会長選任報告） 
 

 
 

議案第５号の各部会割当数に基づき、各部会毎に常議員（３０人）を   
推薦し、議員総会において定款第３３条第４項より選任する。 

 
 
 定款第３３条第４項 

常議員は、議員総会において、議員（議員が法人その他の団

体である場合は、第３５条第４項の議員の職務を行う者）の

うちから選任し、又は解任する。 
 
 
 
  

（正副部会長選任報告） 

 定款第４８条  部会に、部会長１人及び副部会長２人を置く。 
     ２  部会長及び副部会長は、部会において互選する。 
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そ の 他 
 
 
 

議員特別負担金・議員最低持口数の件 
 
 
 

１）議員特別負担金 

 

会頭・名誉会頭 6万円 副会頭 4万円 常議員・監事 3万円 議員 2万円 

 

２）議員最低持口数 

 

1 号議員 30 口以上 2・3 号議員 50 口以上 
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